
タ
ー
ま
で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

出
願
受
付　

２
月
28
日
金
ま
で

問
放
送
大
学
鹿
児
島
学
習
セ
ン

タ
ー

☎
０
９
９
‐
２
３
９
‐
３
８
１
１

令
和
７
年
６
月
頃

か
ら
月
に

１
回
、
１

年
か
け
て

食
生
活
改
善
推
進
員
養
成

講
座
を
行
い
ま
す
。
管
理
栄
養

士
・
保
健
師
・
歯
科
衛
生
士
等
と
２

時
間
ほ
ど
の
勉
強
会
を
行
い
、
９
割

以
上
出
席
さ
れ
た
方
は
「
食
生
活
改

善
推
進
員
」
と
し
て
協
議
会
に
入
会

で
き
ま
す
。

◉
食
生
活
改
善
推
進
員
と
は
…
地

域
の
食
生
活
を
改
善
す
る
人
を
意
味

し
ま
す
。
実
際
に
地
域
の
食
に
触
れ

食
に
関
す
る
講
習
を
受
け
た
り
、
あ

る
い
は
自
分
た
ち
で
料
理
教
室
を
し

た
り
と
様
々
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
し
て
い
ま
す
。

募
集
締
切　

３
月
31
日
月　

定
員　

５
名
（
先
着
順
）

対
象　

性
別
を
問
わ
ず
、
錦
江
町

在
住
の
方

受
講
料　

無
料

申
込
み
方
法
　
お
電
話
に
て
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

問　

錦
江
町
役
場　

健
康
保
険
課

☎   

０
９
９
４
‐
２
２
‐
３
０
４
４

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

令
和
７
年
１
月
１
日
付
で
、
原
口
照

美
さ
ん
が
法
務
大
臣
よ
り
人
権
擁
護

委
員
に
再
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
局
と
と
も

に
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
人
権
に
関
す
る
相
談
に
も
応

じ
て
い
ま
す
。
錦
江
町
で
は
隔
月
等

で
特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
て
い

ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
の
で
、
一
人
で
は
解
決

で
き
な
い
お
悩
み
を
お
持
ち
の
方
は

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◉
錦
江
町
人
権
擁
護
委
員

大
根
占
地
区　

原
口
照
美
さ
ん

　
　
　
　
　
　

今
村
紀
子
さ
ん

田
代
地
区　
　

安
田
憲
次
さ
ん

問
錦
江
町
役
場
住
民
税
務
課

☎
０
９
９
４
‐
２
２
‐
３
０
３
９

育
児
・
介
護
休
業
法
が
改
正
さ
れ
、

令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
、
順
次
施

行
さ
れ
ま
す
。鹿
児
島
労
働
局
で
は
、

改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
に
関
す
る

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
程 　

３
月
10
日
月
13
時
～
14
時

30
分

場
所 　

リ
ナ
シ
テ
ィ
か
の
や

申
込
方
法
　
鹿
児
島
労
働
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
定
員
に

達
し
た
場
合
は
参
加
申
込
を
早
期
に

締
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
改
正
さ
れ

る
点　

子
の
看
護
休
暇
と
介
護
休
暇

の
見
直
し
・
所
定
外
労
働
（
残
業
免

除
）
の
対
象
拡
大
・
介
護
離
職
防
止

の
た
め
の
雇
用
環
境
整
備
、
個
別
の

周
知
、
意
向
確
認
・
育
児
休
業
取
得

率
の
公
表
・
次
世
代
育
成
支
援
対
策

推
進
法
に
基
づ
く
行
動
計
画
に
数
値

目
標
を
設
定

◉
育
児
・
介
護
休
業
法
と
次
世
代
育

成
支
援
対
策
推
進
法
に
つ
い
て
の
お

問
い
合
わ
せ
は
、
鹿
児
島
労
働
局
雇

用
環
境
・
均
等
室
ま
で
。

問
鹿
児
島
労
働
局　

雇
用
環
境
・
均

等
室

☎
０
９
９
‐
２
２
３
‐
８
２
３
９

放
送
大
学
は
、
４
月
入
学
生
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
幅
広
い
世
代
の
学
生

が
、
大
学
卒
業
や
学
び
の
楽
し
み
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
で
学
ん
で
い

ま
す
。
授
業
に
は
３
つ
の
ス
タ
イ

ル
が
あ
り
、
Ｂ
Ｓ
放
送
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
視
聴
す
る
、
ま
た
講
師
か

ら
直
接
受
け
る
授
業
が
あ
り
ま
す
。

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・
文
学
・

情
報
・
自
然
科
学
な
ど
、

400
以
上
の

幅
広
い
授
業
科
目
が
あ
り
、
１
科
目

か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
資
料

を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。
お

気
軽
に
放
送
大
学
鹿
児
島
学
習
セ
ン

お
知
ら
せ

人
権
擁
護
委
員
の
紹
介

育
児
・
介
護
休
業
法
改
正
説
明
会

＼ご家庭に眠ったままのまだ着られる衣類・学制服はありませんか？／

＊衣類・制服リユースとは…
　限りある資源の有効活用を図るために、ご自宅
で眠ったままの衣類や制服を必要としている方に
リユース（再利用）し、もう一度衣類・制服とし
て第二の人生の役目を果たすための運動。

問 社会福祉法人　
　 錦江町社会福祉協議会 
　 ☎ 0994-22-2000

～譲りたい方～
・卒業した、または、する
ので誰かに制服を使っても
らいたい。
・まだ着られるのに、タン
スの中に眠ったままで、捨
てるにはもったいない。

～譲ってほしい方～
・サイズの違う衣類や制服
が欲しい。
・買い替えや予備が欲しい。
・破れて着られなくなった。
・新品を買うにはもったい
ない。

＊手続き方法　
　衣類・制服のリユースを希望される方は、社会福祉
協議会の窓口にお越しいただくか、ご連絡いただけれ
ば、ご自宅まで取りに伺います。
時　間：月曜～金曜　９時～ 17時（祝祭日は除く）
場　所：社会福祉協議会（総合交流センター内）

「もったいない」から
　　「再利用」へ

「衣類・制服リユース」にご協力ください！

食
生
活
改
善
推
進
員
養
成
講
座

放
送
大
学
の
入
学
生
募
集

錦江町物価高騰対応低所得世帯支援給付金錦江町物価高騰対応低所得世帯支援給付金

◉対象世帯▶◉対象世帯▶

◉対象世帯▶◉対象世帯▶

住民税非課税世帯給付（１世帯あたり３万円）

子ども加算（１人当たり２万円）

◉提出期限▶◉提出期限▶令和７年令和７年４４月月3030日日水水まで（必着）まで（必着）

◉提出期限▶◉提出期限▶令和７年令和７年４４月月3030日日水水まで（必着）まで（必着）

物価高騰対応支援給付金を語る不審な電話や訪問にご注意ください！

令和 6 年 12 月 13 日 ( 基準日 ) 時点において、錦江町に住民登録があり、世帯全員が令和６年度
住民税均等割が非課税である世帯。ただし、世帯全員が住民税均等割課税者からの扶養を受けて
いないことが条件となります。対象世帯には「支給のお知らせ」又は「確認書」を送付します。
※「支給のお知らせ」が届いた世帯は原則、申請等の手続きは不要です。
※「確認書」が届いた世帯は必要事項の記入及び添付書類を付け、同封の返信封筒で必ず返信く
ださい。オンラインでの申請も可能です。

上記世帯給付の対象世帯において、平成 18 年 4 月 2 日以降生まれの児童を扶養している世帯。
対象世帯には「確認書」を送付します。受給を希望される方は必ず申請が必要となりますので、
必要事項の記入及び必要書類の添付を行い、同封の封筒にて返信ください。
オンラインでの申請も可能です。

昨今の物価高騰による負担を軽減するための支援として、国の重点支援地方交付金を活用し、条件に該当
する世帯に、物価高騰対応低所得世帯支援給付金（世帯給付：3 万円、子ども加算：2 万円 / 人）を支給し
ます。対象となる可能性のある世帯には役場より通知が送付されますので、文書の案内に従い申請等を行っ
てください。

錦江町役場の職員がATM( 現金自動預払機 )の操作をお願いすることは絶対にありません。
給付金の支給にあたり手数料の振り込みを求めることも絶対にありません。
不審な電話や訪問があった際には、その場でお金の支払いや契約等は一切せず、最寄りの警察署 (#9110) までご連絡ください。

   農地の賃借方法が大きく変わります

これまでの農地賃借

❶相対による賃借
(農地法第３条)

❸相対による賃借
(基盤法)

❷中間管理機構に
よる賃借(機構法)

農地所有者(出し手)

担い手(受け手)許可要件を満たす者

中間管理機構

今後の農地賃借 (令和７年４月以降 )

❶相対による賃借
(農地法第３条)

❸相対による賃借
(基盤法)

❷中間管理機構に
よる賃借(機構法)

農地所有者(出し手)

担い手(受け手)許可要件を満たす者

中間管理機構 廃止廃止

（
❸
が
廃
止
）

※基盤法による利用権設定の申込みは、令和７年２月 28 日まで受け付けられます。
※現在結んでいる基盤法による利用権設定は、期間満了日までは有効となります。

農業経営基盤強化促進法（基盤法）の改正により、令和７年４月以降、
農地利用集積計画における２者間による利用権設定は廃止されます。

◉お問い合わせ先　農業委員会　☎ 22-3035

＼令和７年４
月から／

◉お問い合わせ先　介護福祉課　☎ 22-3042

KINKO TOWN PUBLIC RELATIONS  2025.29 8広報


